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◆４月の労務スケジュール 

～４/３０  ３月分社会保険料納付 

～４/１０  ３月分源泉徴収税額・住民税額の納付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニュースレター 

2024年 4月号 

第 126号 
Legal Networks 
 社会保険労務士法人リーガルネットワークスが毎月発信するニュースレターです。 

労働条件明示に関するルールの改正への対応はお済みですか？ 

◼ 労働条件明示事項に追加された内容は？ 

 

社会保険労務士法人 

リーガルネットワークス 
〒１６０－００２２ 

東京都新宿区新宿１-３４-１３ 第一貝塚ビル３０２号 

TEL： 

０３－６７０９－８９１９ 

2024 年 4 月 1 日より労働条件の明示に関するルールの改正が施行されました。 

今月のニュースレターでは、改めて 4 月 1 日からの変更点についてご案内いたします。 

TEL： 

０３－６７０９－８９１９ 

  
 

 

 

編集担当：奥田 

編集責任者：勝山 

ニュースレター第 115 号、第 116 号、第 117 号、第 118 号、第 122 号にてご案内いたしま

した労働条件明示に関するルールの改正が、2024 年 4 月 1 日より施行となりました。 

今回は改めて労働条件明示に関する追加事項についてご案内いたします。 

 すべての労働者に対して、「就業場所・業務の変更の範囲」の明示、有期契約労働者に対して、

「更新上限の有無と内容」、「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」（無期転換申込権が発

生する契約の更新時）の明示をすることが義務となっております。 

 

詳しい内容は以下の厚生労働省 HP よりご確認いただけますので、 

労働条件通知書・雇用契約書ひな形の修正・変更が完了しているか改めてご確認ください。 

 

参考：厚生労働省 令和６年４月から労働条件明示のルールが改正されます 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html 

 

厚生労働省：「2024 年 4 月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか？」より 

労働条件通知書・雇用契約書に関してお困りの場合は、弊社担当までご連絡ください。 

https://www.kintaikanrikenkyujo.jp/_p/1608/documents/ニュースレター2023.5.pdf
https://www.kintaikanrikenkyujo.jp/_p/1608/documents/ニュースレター2023.6.pdf
https://www.kintaikanrikenkyujo.jp/_p/1608/documents/ニュースレター2023.7.pdf
https://www.kintaikanrikenkyujo.jp/_p/1608/documents/ニュースレター2023.8.pdf
https://www.kintaikanrikenkyujo.jp/_p/1608/documents/ニュースレター_2023.12.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

